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８０ 令和４年度玉名市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 市 長 

８１ 玉名市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 市 長 

報告１１ 専決処分の報告について                  専決第８号 市 長 
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議第８１号 

 

   玉名市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 玉名市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和４年１１月１０日 提 出 

 

玉名市長 藏原 隆浩     

 

   玉名市手数料条例の一部を改正する条例 

                                      

 玉名市手数料条例（平成１７年条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （自動交付機による交付の場合における手数料の特例） 

４ 令和４年１２月１日から令和５年３月３１日までの間、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第７項に規定する個人番号カードを利用して自動交付機（市の使用に係る

電子計算機と電子通信回線で接続された端末装置であって、証明書等の交付を受

けようとする者が当該端末装置を用いて必要な操作を行うことにより自動的に証

明書等を交付する機能を有するものをいう。）を介して証明書等の交付を行う場合

における手数料については、別表戸籍の部戸籍の謄抄本の交付の項中「４５０円」

とあり、並びに同表住民基本台帳の部住民票、戸籍附票の謄抄本の交付の項、同

表印鑑の部印鑑に関する証明書の交付の項及び同表税の部所得に関する証明 た

だし、１年度につき１件とする。の項中「３００円」とあるのは、「１０円」とす

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由  自動交付機による交付の場合における手数料の特例に関し必要な事項

を定めるため、条例の整備を図るものである。 
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報告第１１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

した損害賠償の額の決定について、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

                                      

  令和４年１１月１０日 提 出 

                                      

玉名市長 藏原 隆浩     

                                      

１ 専 決 番 号  専決第８号（令和４年９月２９日専決） 

             

２ 損害賠償の相手方               

                  

             

３ 損 害 賠 償 額  ３９１，５００円 

                                      

４ 和 解 事 項  当事者双方は、今後本件に関して裁判上又は裁判外にお

いて、一切の異議及び請求の申立てを行わない。     

                                      

５ 事 故 の 概 要  令和４年８月２９日午前７時５０分頃、市道青木小岱線

（玉名市山田１１２２番１付近）において、折れた木の枝

が、    氏が運転する軽自動車に落下し、フロントガ

ラス等を破損させたものである。 



 


